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1 概要

介護保険制度は、制度開始以降介護を社会全体で支える制度として定着してきた。

平成 29 年度末の取手市の人口は 107,704 人、その内 65 歳以上は 35,658 人、高齢化率

は 33.11％になる。住所地特例者を含めた 65 歳以上の第 1号被保険者数は 35,621 人、

その内要支援･要介護認定者数は 4,482 人で、被保険者の 12.58％が介護の認定を受け

ている状況である。

地域包括ケアシステムの深化･推進を図るため、介護予防･日常生活支援総合事業、

地域包括支援センター機能強化、生活支援体制整備事業、在宅医療･介護連携推進事業

及び認知症総合支援事業等を実施し、地域支援事業の充実を図り、住み慣れた地域で

いつまでも元気に生き生きとした暮らしを続けられるよう、様々な事業に取り組んで

いる。

(単位:千円)

2 歳入の状況

歳入決算額は 8,149,005 千円であり、詳細は以下のとおりである。

(単位：円)

区 分 H29 H28 前年度比(%)

1. 歳 入 総 額 8,149,005 7,951,381 102.49

2. 歳 出 総 額 7,942,662 7,427,726 106.93

3. 歳 入 歳 出 差 引 額 206,343 523,655 39.40

4. 翌年度へ繰り越すべき財源 ― ― ―

5. 実 質 収 支 額 206,343 523,655 39.40

款 H29 H28
前年度比

(%)

H29 決算総額に

おける割合(%)

1.介 護 保 険 料 1,912,743,754 1,871,174,599 102.22 23.47

2.使用料及び手数料 264,350 165,500 159.73 0.01

3.国 庫 支 出 金 1,492,522,648 1,461,363,619 102.13 18.31

4.支払基金交付金 2,009,508,000 1,957,132,000 102.68 24.66

5.県 支 出 金 1,091,628,075 1,097,648,160 99.45 13.39

6.財 産 収 入 5,182 4,882 106.15 0.01

7.繰 入 金 1,117,310,000 1,174,641,745 95.12 13.71

8.繰 越 金 523,655,400 385,250,762 135.93 6.42

9.諸 収 入 1,367,902 4,000,378 34.19 0.02

歳 入 合 計 8,149,005,311 7,951,381,645 102.49 100
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3 歳出の状況

歳出決算額は 7,942,662 千円であり、詳細は以下のとおりである。

(単位：円)

4 介護保険状況

○ 要介護度別認定者数(平成 30 年 3 月 31 日現在) (単位：人)

○ 負担割合別認定者数(平成 30 年 3 月 31 日現在) (単位：人)

款 H29 H28
前年度比

(%)

H29 決算総額に

おける割合(%)

1.総務費 299,444,654 246,186,422 121.63 3.77

2.保険給付費 6,979,677,495 6,693,495,908 104.28 87.88

3.地域支援事業費 327,610,508 237,117,611 138.16 4.12

4.諸支出金 335,928,783 250,926,304 133.88 4.23

歳出合計 7,942,661,440 7,427,726,245 106.93 100

年度

要介護度

H29 H28

第 1 号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

第1号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

要支援 1 505 7 512 396 11 407

要支援 2 483 8 491 403 8 411

要介護 1 1,107 20 1,127 1,143 23 1,166

要介護 2 782 14 796 787 27 814

要介護 3 619 16 635 584 11 595

要介護 4 591 6 597 579 9 588

要介護 5 395 8 403 410 9 419

合 計 4,482 79 4,561 4,302 98 4,400

年度

要介護度

H29 H28

第 1号

被保険者

(65 歳以上)

第 2 号

被保険者

(40～64 歳)
合計

第 1号

被保険者

(65 歳以上)

第 2号

被保険者

(40～64 歳)
合計

1 割 2 割 1割 1 割 2割 1割

要支援 1 441 64 7 512 342 54 11 407

要支援 2 427 56 8 491 357 46 8 411

要介護 1 973 134 20 1,127 1,010 133 23 1,166

要介護 2 681 101 14 796 705 82 27 814

要介護 3 566 53 16 635 518 66 11 595

要介護 4 530 61 6 597 530 49 9 588

要介護 5 362 33 8 403 368 42 9 419

合 計 3,980 502 79 4,561 3,830 472 98 4,400
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○ 居宅介護(介護予防)サービス受給者数(平成 30 年 3 月 31 日現在) (単位：人)

○ 地域密着型(介護予防)サービス受給者数(平成 30 年 3 月 31 日現在) (単位：人)

○ 施設サービス受給者数(平成 30 年 3 月 31 日現在) (単位：人)

年度

要介護度

H29 H28

第 1 号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

第1号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

要支援 1 145 2 147 126 2 128

要支援 2 202 3 205 188 3 191

要介護 1 864 18 882 816 19 835

要介護 2 613 14 627 635 24 659

要介護 3 362 13 375 306 6 312

要介護 4 212 3 215 218 1 219

要介護 5 123 5 128 138 4 142

合 計 2,521 58 2,579 2,427 59 2,486

年度

要介護度

H29 H28

第 1 号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

第 1号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

要支援 1 0 0 0 0 0 0

要支援 2 1 0 1 0 0 0

要介護 1 214 6 220 185 4 189

要介護 2 150 4 154 143 5 148

要介護 3 101 2 103 89 2 91

要介護 4 40 0 40 47 0 47

要介護 5 24 0 24 32 0 32

合 計 530 12 542 496 11 507

年度

施設種別

H29 H28

第 1 号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

第1号被保険者

(65 歳以上)

第 2号被保険者

(40～64 歳)
合計

介護老人福祉施設 498 3 501 489 3 492

介護老人保健施設 372 5 377 324 5 329

介護療養型

医療施設
25 0 25 22 0 22

合 計 895 8 903 835 8 843
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1 総務費

1 総務管理費 1 一般管理費

[担当：高齢福祉課] P.141

7001 介護保険事務に要する経費 179,095,526 円（116,598,206 円）

[国･県 378,000 円 その他 178,717,526 円]

＊ 特財内訳

[国補：介護保険事務処理システム改修事業補助金 378,000 円]

[財産収入：介護給付費準備基金利子 5,134 円]

[繰入金：事務費等繰入金 12,121,392 円]

[繰越金：前年度繰越金 166,591,000 円]

○ 目的

介護保険制度の整備、制度の適正かつ効率的な実施、被保険者に対する行政サービ

スの向上を図る。

○ 内容

・介護保険システムの保守管理

・高齢者福祉･介護保険事業運営委員会の開催

○ 効果

システムの保守管理を行うことによって介護保険業務を円滑に実施することができ、

また、高齢者福祉･介護保険事業運営委員会を開催するなど、適正な制度運営を図った。

2 徴収費 1 賦課徴収費

[担当：高齢福祉課] P.143

7501 保険料賦課徴収費に要する経費 5,992,988 円（5,471,876 円）

[その他 5,992,988 円]

＊ 特財内訳

[手数料：保険料督促手数料 264,350 円]

[繰入金：事務費等繰入金 5,728,638 円]

○ 目的

市に住所を有する 65 歳以上の被保険者(第 1 号被保険者)の介護保険料を賦課徴収

(特別徴収･普通徴収)し、介護保険の適正な運営を図る。

○ 内容

介護保険料賦課徴収(現年度分)

○ 効果

第 1号被保険者の保険料賦課徴収を行うことにより、保険給付費の財源を確保する

ことができた。

年 度 平成 29 年度 平成 28 年度

特別徴収者 31,815 人 31,060 人

普通徴収者 3,857 人 3,985 人

収納率
特別徴収 100.09% 100.08%

普通徴収 88.02% 86.40%
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3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

[担当：高齢福祉課] P.145

7501 介護認定審査会に要する経費 12,236,078 円（11,949,282 円）

[その他 12,236,078 円]

＊ 特財内訳

[繰入金：事務費等繰入金 12,236,078 円]

○ 目的

医療、保健、福祉の各分野の専門家 30 名で構成する介護認定審査会において申請者

の要介護･要支援の審査判定を行う。

○ 内容

認定調査結果をコンピュータで一次判定を行い、一次判定結果･主治医意見書･調査

特記事項をもとに介護認定審査会を開催し、二次判定を行い適正な審査を実施した。

○ 効果

要介護(支援)認定を行うことにより、被保険者が介護(支援)サービスを利用するこ

とが可能になった。

3 介護認定審査会費 2 認定調査等費

[担当：高齢福祉課] P.147

7501 認定調査等に要する経費 37,549,695 円（38,110,048 円）

[その他 37,549,695 円]

＊ 特財内訳

[繰入金：事務費等繰入金 37,510,347 円]

[諸収入：雇用保険料本人負担分 39,348 円]

○ 目的

要介護･要支援認定を行うために、認定調査員による調査の実施及び認定調査票の作

成、そして主治医意見書の作成依頼を行い、認定審査会に向けての準備を行う。

○ 内容

介護認定調査員が認定申請者に対して訪問調査を行った。また、医師に対し主治医

意見書の作成依頼をした。

○ 効果

要介護･要支援認定の基礎資料を作成することができ、効率的な介護認定業務を図る

ことができた。

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.149

年 度 H29 H28

介護認定審査会回数 112 回 114 回

年度 認定調査(職員) 認定調査(委託)

H29 3,149 件 299 件

H28 3,409 件 316 件
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7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,563,694,553 円（2,466,386,254 円）

[国･県 881,207,650 円 その他 1,682,486,903 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 504,789,739 円]

[国補：財政調整交付金 48,323,765 円]

[県負：介護給付費負担金 328,094,146 円]

[保険料：632,746,539 円］

[支払基金：介護給付費交付金 717,561,502 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 320,339,956 円］

[繰入金：低所得者の保険料軽減に要する経費 10,864,000 円］

[諸収入：第三者行為に係る損害賠償金 974,906 円］

○ 目的

在宅要介護被保険者が、指定居宅サービス提供事業所から居宅サービスを受けた時

に、居宅介護サービス給付費を支給する。

○ 内容

○ 効果

指定居宅サービス提供事業所から受けた、介護サービス費用の一定割合を保険給付

することで、居宅要介護被保険者は、安心して居宅介護サービスを利用することがで

きた。

1 介護サービス等諸費 2 地域密着型介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.149

7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 753,288,391 円

（697,354,663 円）

[国･県 259,017,663 円 その他 494,270,728 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 150,657,678 円]

[国補：財政調整交付金 14,198,936 円]

[県負：介護給付費負担金 94,161,049 円]

[保険料：189,188,930 円］

[支払基金：介護給付費交付金 210,920,749 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 94,161,049 円］

○ 目的

在宅要介護被保険者が、住み慣れた地域で生活できるよう地域に密着したサービス

を受けた時に、地域密着型介護サービス給付費を支給する。

○ 内容

○ 効果

住み慣れた地域を離れずに、要介護被保険者のニーズに対応した介護サービスを提

年 度 H29 H28

居宅介護サービス給付費 2,563,694,553 円 2,466,386,254 円

年 度 H29 H28

地域密着型介護サービス給付費 753,288,391 円 697,354,663 円
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供することができた。

1 介護サービス等諸費 3 施設介護サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.149

7501 施設介護サービス給付費に要する経費 2,738,767,616 円（2,564,404,326 円）

[国･県 941,765,435 円 その他 1,797,002,181 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 410,815,143 円]

[国補：財政調整交付金 51,665,959 円]

[県負：介護給付費負担金 479,284,333 円]

[保険料：684,801,297 円］

[支払基金：介護給付費交付金 766,854,932 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 342,345,952 円］

[繰入金：低所得者の保険料軽減に要する経費 3,000,000 円］

○ 目的

要介護被保険者が、指定施設サービスである指定介護老人福祉施設、指定介護老人

保健施設、指定介護療養型医療施設のサービスを利用した時に、食費、居住費、日常

生活費を除く施設介護サービス給付費を支給する。

○ 内容

○ 効果

施設サービス計画に基づいて、可能な限り居宅における生活と同様のサービスの提

供と、居宅での生活復帰を目指したサービスが提供できた。

1 介護サービス等諸費 4 居宅介護福祉用具購入給付費

[担当：高齢福祉課] P.149

7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 8,701,100 円（8,564,671 円）

[国･県 2,991,867 円 その他 5,709,233 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 1,740,220 円]

[国補：財政調整交付金 164,009 円]

[県負：介護給付費負担金 1,087,638 円]

[保険料：2,185,287 円］

[支払基金：介護給付費交付金 2,436,308 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 1,087,638 円］

○ 目的

在宅要介護被保険者が、厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入した時に、居宅

介護福祉用具購入給付費を支給する。

○ 内容

10 万円を上限額として、購入費に対し保険給付分(9 割または 8割)を支給した。

年 度 H29 H28

施設介護サービス給付費 2,738,767,616 円 2,564,404,326 円
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○ 効果

居宅介護福祉用具購入給付費を支給することにより、要介護被保険者が在宅で自立

した生活を送るための支援を行うことができた。

1 介護サービス等諸費 5 居宅介護住宅改修給付費

[担当：高齢福祉課] P.151

7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 26,748,905 円（25,027,487 円）

[国･県 9,197,591 円 その他 17,551,314 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 5,349,781 円]

[国補：財政調整交付金 504,197 円]

[県負：介護給付費負担金 3,343,613 円]

[保険料：6,718,008 円］

[支払基金：介護給付費交付金 7,489,693 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 3,343,613 円］

○ 目的

在宅要介護被保険者が、手摺りの取付け、段差解消等の住宅改修を行った時に、居

宅介護住宅改修給付費を支給する。

○ 内容

20 万円を上限額として、改修費に対し保険給付分(9 割または 8割)を支給した。

○ 効果

居宅介護住宅改修給付費を支給することにより、要介護被保険者が在宅で安全で快

適な生活を送るための支援を行うことができた。

1 介護サービス等諸費 6 居宅介護サービス計画給付費

[担当：高齢福祉課] P.151

7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 344,557,552 円（336,006,854 円）

[国･県 118,475,862 円 その他 226,081,690 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 68,911,510 円]

[国補：財政調整交付金 6,494,658 円]

[県負：介護給付費負担金 43,069,694 円]

[保険料：86,535,881 円］

[支払基金：介護給付費交付金 96,476,115 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 43,069,694 円］

○ 目的

在宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援を受けた時に、

居宅介護サービス計画給付費を支給する。

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (284 件)8,701,100 円 (289 件)8,564,671 円

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (276 件)26,748,905 円 (245 件)25,027,487 円
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○ 内容

○ 効果

居宅介護サービス計画給付費を支給することにより、適切な介護サービス計画を作

成することができ、適切な介護サービスに繋げることができた。

2 介護予防サービス等諸費 1 介護予防サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.151

7501 介護予防サービス給付費に要する経費 80,899,387 円（125,771,673 円）

[国･県 27,817,194 円 その他 53,082,193 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 16,179,877 円]

[国補：財政調整交付金 1,524,894 円]

[県負：介護給付費負担金 10,112,423 円]

[保険料：20,317,942 円］

[支払基金：介護給付費交付金 22,651,828 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 10,112,423 円］

○ 目的

要支援被保険者が、指定居宅サービス事業者から居宅サービスを受けた時に、介護

予防サービス給付費を支給する。

○ 内容

○ 効果

指定居宅サービス提供事業者から受けた介護予防サービス給付費を保険給付するこ

とで、要支援被保険者は安心して介護予防サービスを利用することができた。

2 介護予防サービス等諸費 2 地域密着型介護予防サービス給付費

[担当：高齢福祉課] P.153

7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 1,629,420 円（421,578 円）

[国･県 560,275 円 その他 1,069,145 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 325,884 円]

[国補：財政調整交付金 30,713 円]

[県負：介護給付費負担金 203,678 円]

[保険料：409,229 円］

[支払基金：介護給付費交付金 456,238 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 203,678 円］

○ 目的

在宅要支援被保険者が、住み慣れた地域で生活できるよう地域に密着したサービス

を受けた時に、地域密着型介護予防サービス給付費を支給する。

年 度 H29 H28

居宅介護サービス計画給付費 344,557,552 円 336,006,854 円

年 度 H29 H28

介護予防サービス給付費 80,899,387 円 125,771,673 円
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○ 内容

○ 効果

住み慣れた地域で、要支援被保険者のニーズに対応した介護サービスを提供するこ

とができた。

2 介護予防サービス等諸費 3 介護予防福祉用具購入給付費

[担当：高齢福祉課] P.153

7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 2,043,285 円（1,662,745 円）

[国･県 702,582 円 その他 1,340,703 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 408,657 円]

[国補：財政調整交付金 38,514 円]

[県負：介護給付費負担金 255,411 円]

[保険料：513,172 円］

[支払基金：介護給付費交付金 572,120 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 255,411 円］

○ 目的

要支援被保険者が、厚生労働大臣が定める特定福祉用具を購入した時に、介護予防

福祉用具購入給付費を支給する。

○ 内容

10 万円を上限額として、購入費に対し保険給付分(9 割または 8割)を支給した。

○ 効果

介護予防福祉用具購入給付費を支給することにより、要支援被保険者が在宅で自立

した生活を送るための支援を行うことができた。

2 介護予防サービス等諸費 4 介護予防住宅改修給付費

[担当：高齢福祉課] P.153

7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 10,024,609 円（9,118,001 円）

[国･県 3,446,954 円 その他 6,577,655 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 2,004,922 円]

[国補：財政調整交付金 188,956 円]

[県負：介護給付費負担金 1,253,076 円]

[保険料：2,517,688 円］

[支払基金：介護給付費交付金 2,806,891 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 1,253,076 円］

○ 目的

要支援被保険者が、手摺りの取付け、段差解消等の住宅改修を行った時に、介護予

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (82 件)2,043,285 円 (59 件)1,662,745 円

年 度 H29 H28

地域密着型介護予防サービス給付費 1,629,420 円 421,578 円
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防住宅改修給付費を支給する。

○ 内容

20 万円を上限額として、改修費に対し保険給付分(9 割または 8割)を支給した。

○ 効果

介護予防住宅改修給付費を支給することにより、要支援被保険者が在宅で安全で快

適な生活を送るための支援を行うことができた。

2 介護予防サービス等諸費 5 介護予防サービス計画給付費

[担当：高齢福祉課] P.155

7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 17,061,240 円（22,576,172 円）

[国･県 5,866,494 円 その他 11,194,746 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 3,412,248 円]

[国補：財政調整交付金 321,591 円]

[県負：介護給付費負担金 2,132,655 円]

[保険料：4,284,944 円］

[支払基金：介護給付費交付金 4,777,147 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 2,132,655 円］

○ 目的

要支援被保険者が、地域包括支援センターから介護予防支援を受けた時に、介護予

防サービス計画給付費を支給する。

○ 内容

○ 効果

介護予防サービス計画給付費を支給することにより、適切な介護予防サービス計画

を作成することができ、適切な介護サービスに繋げることができた。

3 その他の諸費 1 審査支払手数料

[担当：高齢福祉課] P.155

7501 審査支払手数料に要する経費 6,165,975 円（6,308,398 円）

[国･県 2,120,166 円 その他 4,045,809 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 1,233,195 円]

[国補：財政調整交付金 116,224 円]

[県負：介護給付費負担金 770,747 円]

[保険料：1,548,589 円］

[支払基金：介護給付費交付金 1,726,473 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 770,747 円］

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (95 件)10,024,609 円 (71 件)9,118,001 円

年 度 H29 H28

介護予防サービス計画給付費 17,061,240 円 22,576,172 円
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○ 目的

介護保険の適正な給付をするため、国保連合会にレセプト審査及び支払いを依頼す

る。

○ 内容

○ 効果

介護保険の適正な給付ができた。

4 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.155

7501 高額介護サービス費に要する経費 156,534,428 円（147,723,286 円）

[国･県 53,824,249 円 その他 102,710,179 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 31,306,886 円]

[国補：財政調整交付金 2,950,559 円]

[県負：介護給付費負担金 19,566,804 円]

[保険料：39,313,687 円］

[支払基金：介護給付費交付金 43,829,640 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 19,566,804 円］

[財産収入：高額介護サービス費貸付基金利子 48 円］

○ 目的

介護サービスに係る利用者負担額が高額である時、高額介護サービス費を支給する。

○ 内容

利用者負担の合計額が、一定額を超えたときに、高額介護サービス費を支給した。

○ 効果

介護サービス利用者の自己負担を軽減することができた。

5 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.157

年 度 H29 (1 件 57 円) H28 (1 件 59 円)

手数料 6,165,975 円 6,308,398 円

区 分 世帯の上限額 個人の上限額

生活保護の受給者等 15,000 円

世帯全員が

市 民 税

非 課 税

老齢福祉年金受給者 24,600 円 15,000 円

合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 80 万円以下の方等
24,600 円 15,000 円

合計所得金額と課税年金収入額の

合計が 80 万円を超える方等
24,600 円

市民税課税世帯の方 44,400 円

現役並み所得者相当の方 44,400 円

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (7,534 件）156,534,428 円 (6,953件)147,723,286円
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7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 18,322,723 円（15,224,476 円）

[国･県 6,300,254 円 その他 12,022,469 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 3,664,546 円]

[国補：財政調整交付金 345,369 円]

[県負：介護給付費負担金 2,290,339 円]

[保険料：4,601,767 円］

[支払基金：介護給付費交付金 5,130,362 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 2,290,340 円］

○ 目的

医療及び介護の利用者の負担軽減を図る。

○ 内容

各医療保険における世帯内で、医療及び介護両制度における自己負担額が一定額を

超えて高額となったときに、高額医療合算介護サービス費を支給した。

○ 効果

医療及び介護の自己負担を軽減することができた。

6 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス費

[担当：高齢福祉課] P.159

7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 251,146,743 円（266,819,105 円）

[国･県 86,356,622 円 その他 164,790,121 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 38,752,088 円]

[国補：財政調整交付金 4,733,932 円]

[県負：介護給付費負担金 42,870,602 円]

[保険料：63,075,691 円］

[支払基金：介護給付費交付金 70,321,088 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 31,393,342 円］

○ 目的

低所得の要介護認定者へ施設給付(施設入所･短期入所)することにより、食費及び居

住費の負担軽減を図る。

○ 内容

所得段階(利用者負担段階)に応じて負担限度額を設け補足給付を行った。

・自己負担の上限額(日額)

対 象 者 食 費

居 住 費

従来型

個 室
多床室

ﾕﾆｯﾄ型

個 室

ﾕﾆｯﾄ型

準個室

・生活保護の受給者等

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員

が市区町村民税非課税

300 円
490 円

(320 円)
0 円 820 円 490 円

年 度 H29 H28

支給件数･支給総額 (709 件）18,322,723 円 (638 件)15,224,476 円
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※( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所を利用した場合の額

○ 効果

低所得の要介護認定者の施設入所及び短期入所の自己負担を軽減することができた。

6 特定入所者介護サービス等費 2 特定入所者介護予防サービス費

[担当：高齢福祉課] P.159

7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 51,770 円（116,746 円）

[国･県 17,800 円 その他 33,970 円]

＊ 特財内訳

[国負：介護給付費負担金 10,354 円]

[国補：財政調整交付金 975 円]

[県負：介護給付費負担金 6,471 円]

[保険料：13,003 円］

[支払基金：介護給付費交付金 14,496 円]

[繰入金：介護給付費繰入金 6,471 円］

○ 目的

低所得の要支援認定者へ施設給付(施設入所･短期入所)することにより、食費及び居

住費の負担軽減を図る。

○ 内容

所得段階(利用者負担段階)に応じて負担限度額を設け補足給付を行った。

・自己負担の上限額(日額)

※特定入所者介護サービス費に準じる。

○ 効果

低所得の要支援認定者の施設入所及び短期入所の自己負担を軽減することができた。

3 地域支援事業費

1 介護予防生活支援サービス事業費 1 介護予防･生活支援サービス事業費

[担当:高齢福祉課] P.159

7501 介護予防･生活支援サービス事業に要する経費 135,816,859 円（55,707,327 円)

[国･県 45,840,209 円 その他 89,976,650 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 29,029,258 円]

[県補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 16,810,951 円]

[保険料：36,568,413 円］

[支払基金：地域支援事業支援交付金 35,268,036 円]

市
民
税
非
課
税

世

帯

全

員

が

前年の合計所得金額と課税及

び非課税年金収入額の合計が

80 万円以下等

390 円
490 円

(420 円)
370 円 820 円 490 円

前年の合計所得金額と課税及

び非課税年金収入額の合計が

80 万円を超える等

650 円
1,310 円

(820 円)
370 円 1,310 円 1,310 円
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[繰入金：地域支援事業繰入金(介護予防事業) 18,140,201 円]

○ 目的

要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若し

くは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することを目的とす

る。

○ 内容

平成 28 年度から介護予防･日常生活支援総合事業を実施し、従来、介護予防訪問介

護及び介護予防通所介護により提供されていた専門的なサービスに加え、市の独自事

業等を活用することにより、要支援者等の能力を最大限いかしつつ、要支援者等の状

態等に応じたサービスを実施した。

（現行相当サービス事業）

従来、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護により提供されていた専門的なサー

ビスを実施した。

（通所型サービスＡ:元気ハツラツ教室）

社会福祉法人等に委託し、げんきサロン藤代･福祉交流センター･福祉会館の 3 会場

で運動機能の維持向上を目的とした運動を行った。

（第 1号生活支援事業）

社会福祉法人に委託し、要支援者及び事業対象者の一人暮らし高齢者に対する見守

りとともに行う配食サービスを実施した。なお、要介護者等については、従来どおり

任意事業（配食サービス）において実施した。

区分

H29 年度 H28 年度

延べ利用人数

（要支援者･事

業対象者）

事業費

延べ利用人数

（要支援者･事

業対象者）

事業費

現行訪問介護相

当サービス
2,278 人 42,519,243 円 995 人 16,021,124 円

現行通所介護相

当サービス
3,505 人 87,233,525 円 1,375 人 34,543,903 円

年度 施設名(1 日の限度数) 実利用者数 延配食数 委託金額

H29

ふれあいの郷(30 食) 6 人 799 439,450 円

は あ と ぴ あ(25 食) 16 人 1,885 1,036,750 円

さ ら の 杜(25 食) 12 人 1,803 991,650 円

藤代なごみの郷(30 食) 10 人 830 456,500 円

合 計 44 人 5,317 2,924,350 円

年度 回 数 参加実人数 参加延人数

H29 97 回 37 人 979 人

H28 90 回 42 人 1,130 人
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○ 効果

虚弱な高齢者に対し、運動機能の維持向上や閉じこもり予防を図るとともに、活動

的で生きがいのある人生を送ることができるよう支援することができた。

1 介護予防生活支援サービス事業費 2 介護予防ケアマネジメント費

[担当:高齢福祉課] P.161

7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費 19,180,927 円（9,943,082 円）

[国･県 6,537,834 円 その他 12,643,093 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 4,140,218 円]

[県補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,397,616 円]

[保険料：4,642,617 円］

[支払基金：地域支援事業支援交付金 5,370,660 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,397,616 円]

[諸収入：介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担金返還金 232,200 円]

○ 目的

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になる

ことをできる限り防ぐ」「要支援･要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しない

ようにする」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送ることができ

るよう支援することを目的とする。

○ 内容

介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に

応じて、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスを含め、要支援

者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援

助を行なった。

（介護予防ケアマネジメント実績）

H28

ふれあいの郷(30 食) 10 人 1,175 646,250 円

は あ と ぴ あ(25 食) 11 人 1,455 800,250 円

さ ら の 杜(25 食) 13 人 1,705 937,750 円

藤代なごみの郷(30 食) 6 人 931 512,050 円

合 計 40 人 5,266 2,896,300 円

年度 センター名
介護予防ケアマネジメント

件数 金額

H29

はあとぴあ 1,401 件 6,676,479 円

緑寿荘 804 件 3,796,788 円

さらの杜 755 件 3,612,641 円

藤代なごみの郷 1,069 件 5,095,019 円

H28

はあとぴあ 670 件 3,217,918 円

緑寿荘 501 件 2,274,285 円

さらの杜 406 件 1,854,952 円

藤代なごみの郷 589 件 2,595,927 円
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○ 効果

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所が実施する介護予防ケアマネジメン

トに基づき、要介護状態になることを防ぐことができた。

2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

[担当：健康づくり推進課] P.161

7501 介護予防普及啓発事業に要する経費 15,493,198 円（16,715,763 円）

[国･県 5,278,965 円 その他 10,214,233 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,342,315 円]

[県補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,936,650 円]

[保険料：3,939,488 円]

[支払基金：地域支援事業支援交付金 4,338,095 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,936,650 円]

○ 目的

要介護認定や基本チェックリストに該当しない元気な高齢者を対象にきらり笑顔教

室や脳活教室･取手プラン生命の樹等の介護予防教室を開くことで、高齢者の健康の保

持増進を図る。

○ 内容

65 歳以上の介護認定を受けていない高齢者を対象に健康増進を目的とした「取手プ

ラン生命の樹」や介護予防について学ぶ「きらり笑顔教室」、認知症予防に特化した「脳

活教室」等を開催した。

・需用費 362,446 円

取手プラン生命の樹事業の通知用紙、封筒印刷等。

・通信運搬費 1,509,912 円

取手プラン生命の樹事業の通知発送費。

・委託料 13,602,840 円

取手プラン生命の樹、きらり笑顔教室、脳活教室の一般介護予防事業を実施。

○ 効果

一般介護予防事業を実施することで、介護予防の知識を身につけることができ、認

知症予防を含めた健康の保持増進を図ることができた。

[担当：高齢福祉課･健康づくり推進課] P.161

8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 8,261,005 円（6,459,885 円）

[国･県 2,815,770 円 その他 5,445,235 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,783,145 円]

[県補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,032,625 円]

[保険料：2,099,529 円]

[支払基金：地域支援事業支援交付金 2,313,081 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,032,625 円]
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○ 目的

介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に

応じて効果的かつ効率的に支援することを目的とする。

○ 内容

（介護予防講座･シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会･チューブ体操指導者養

成講習会・介護予防拠点施設の事業運営･地域介護予防支援事業補助金）

・報償費:40,500 円

介護予防講座の講師謝礼。

・委託料:6,609,527 円

シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会及びチューブ体操指導者養成講習会の

委託、介護予防拠点施設（いきいきプラザ、げんきサロン戸頭西･稲･藤代）の指定

管理料のうち事業運営費分。

・補助金：908,129 円

地域で自主的に介護予防に取り組む 5団体に補助金を交付。

（介護支援ボランティア事業）

65 歳以上の要介護認定未取得の高齢者が、市内の指定された介護保険施設及び老人

保健施設等でボランティア活動に従事。市は従事した時間数に対して、ポイントを付

与（1時間単位＝1ポイント）。累積したポイントに対し、翌年度に交付金を交付する。

（1ポイント＝100 円。上限は 50 ポイント。）

介護支援ボランティア事業委託料 @231,481×1.08 ＝250,000 円

介護支援ボランティア交付金申請者 95 名 @100×2,429 時間＝242,900 円

○ 効果

介護予防講座を開催することで介護予防の知識の普及啓発だけでなく、地域組織活

動へのきっかけづくりとなった。

シルバーリハビリ体操指導士やチューブ体操指導者を養成することで、地域の健康

づくりを担う人材育成ができた。

介護予防拠点事業では、地域の高齢者が施設を利用し、交流を図ることで閉じこも

り予防や健康の増進、生きがいづくりにつながった。

地域で自主的に介護予防に取組む団体に補助金交付を行ったことで、より一層介護

予防活動が広がり、健康の維持増進と地域づくりを推進できた。

介護支援ボランティア事業では、自発的なボランティア活動による介護予防を広く

促進することができた。

3 包括的支援事業費･任意事業費 1 総務費

[担当：高齢福祉課] P.165

7601 地域包括支援センターに要する経費 94,709,848 円（93,887,039 円）

[国･県 55,405,258 円 その他 39,304,590 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 36,936,839 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 18,468,419 円]

[保険料：20,836,171 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 18,465,516 円]
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[諸収入：雇用保険料本人負担分 2,903 円]

○ 目的

高齢者がいつまでも自分らしく、可能な限り住みなれた地域で自立した生活を続け

られるように、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の専門職員が互いに連携を

とりながら継続的･包括的に支援していくことにより、保健医療の向上及び福祉の増進

を図る。

○ 内容

平成 27 年度から地域包括支援センターを 4ヵ所の社会福祉法人等に委託し、地域の

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域における関係者とのネ

ットワークを構築するとともに、高齢者等の相談に応じ、地域における適切な保健･

医療･福祉サービスの紹介･申請代行などを行うことにより福祉の向上を図った。

なお、介護予防･日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援

事業の実施を勘案し、各地域包括支援センター職員を 1名ずつ増員している。

(地域包括支援センター別総合相談延べ件数) ※電話＋訪問＋窓口

○ 効果

地域包括支援センターの主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士等の専門職が連

携をとり、要介護状態になるおそれのある高齢者を中心に適切できめ細かな相談体制

を構築し、できる限り自立した生活を送り、要介護状態になることを予防することが

できた。

3 包括的支援事業費･任意事業費 2 任意事業費

[担当：高齢福祉課] P.165

8001 介護給付費等適正化事業に要する経費 965,008 円（477,918 円）

[国･県 564,530 円 その他 400,478 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 376,353 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 188,177 円]

[保険料：212,301 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 188,177 円]

年

度
センター名 業務委託料

介護保険

関連

高齢者福祉

関連
認知症関連

H29

はあとぴあ 24,683,000 円 1,790 件 1,919 件 384 件

緑寿荘 21,313,000 円 2,123 件 2,306 件 301 件

さらの杜 21,443,000 円 2,299 件 1,832 件 28 件

藤代なごみの郷 24,334,000 円 5,783 件 7,338 件 416 件

高齢福祉課 97 件 54 件 90 件

H28

はあとぴあ 23,885,000 円 975 件 1,003 件 199 件

緑寿荘 21,969,000 円 1,206 件 828 件 77 件

さらの杜 21,706,000 円 2,146 件 1,240 件 51 件

藤代なごみの郷 27,558,000 円 3,278 件 4,785 件 224 件

高齢福祉課 73 件 80 件 101 件
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○ 目的

受給者に介護サービスの利用実績を通知することにより、利用したサービスの種類

や回数･費用額などが事実と相違ないかの確認を促し、架空請求などの不正発見と防止

を図る。

○ 内容

介護サービス利用者に、実際に利用したサービスの種類･回数･費用額を年 2回通知

した。

○ 効果

介護サービス費用の通知により、利用者がサービス内容を確認し、今後の計画を立

てることに寄与することができた。また、利用者に対し通知を行うことで、事業者に

対して不正防止の意識を高めることができた。

[担当：高齢福祉課] P.167

8202 紙おむつ支給に関する経費 13,098,511 円（12,617,782 円）

[国･県 7,662,629 円 その他 5,435,882 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 5,108,419 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 2,554,210 円]

[保険料：2,881,672 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 2,554,210 円]

○ 目的

在宅要介護高齢者等に対して紙おむつを支給することにより、介護にあたる家族の

負担を軽減し、在宅要介護高齢者の健康増進を図る。

○ 内容

支給条件:要介護認定 3以上の在宅高齢者

要介護認定 1以上の在宅認知症高齢者

支給回数:年 4 回(4 月･7 月･10 月･1 月)宅配

○ 効果

紙おむつを支給することにより、在宅要介護高齢者等の健康増進と、家庭介護の負

担軽減を図ることができた。

[担当：高齢福祉課] P.167

8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,130,916 円（1,741,506 円）

[国･県 661,586 円 その他 469,330 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 441,057 円]

年 度 H29 H28

通数･金額 (7,839 通)500,008 円 (4,301 通)261,918 円

年度 支給者数 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ﾃｰﾌﾟ止めﾀｲﾌﾟ

S･M･L

はくﾊﾟﾝﾂ

S･M･L･LL

尿取り

ﾊﾟｯﾄﾞ
総支給数

H29 413 人 88 袋 1,382 袋 2,762 袋 1,761 袋 5,993 袋

H28 406 人 124 袋 751 袋 2,752 袋 1,455 袋 5,082 袋
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[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 220,529 円]

[保険料：普通徴収分 248,801 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 220,529 円]

○ 目的

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、徘徊高齢者を早期発

見できる仕組みの構築を行う。

○ 内容

徘徊のおそれのある認知症高齢者を対象に利用者登録し、見守りキーホルダーやス

テッカーを配布。クラウドシステムにて登録管理することで、各地域包括支援センタ

ーのスマートフォンにて夜間･休日においても閲覧を可能とし、徘徊保護時の問合せに

24 時間対応できる体制を整えた。

○ 効果

徘徊症状のある認知症高齢者が身に着けることにより、保護時に速やかに身元を確

認し、親族へ連絡し、ご本人やご家族の安心に繋げることが出来た。

[担当：高齢福祉課] P.167

8301 配食サービスに関する経費 6,220,746 円（6,495,863 円）

[国･県 2,028,339 円 その他 4,192,407 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 1,352,226 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 676,113 円]

[保険料：762,794 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 3,429,613 円]

○ 目的

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯で、身体的に買物や調理が困難な方を対象に、弁

当の配達をし、安否の確認、栄養摂取の補助、孤独感の解消を図る。

○ 内容

介護施設 4ヶ所に委託(@550 円)して、弁当の配達を実施した。

日常生活圏域 地域包括

支援センター

登録者 登録取消者 保護件数

H29

第 1 圏域 はあとぴあ 11 0 0

第 2 圏域 緑寿荘 11 0 1

第 3 圏域 さらの杜 11 1 0

第 4 圏域
藤代なごみの郷

11 0 0

第 5 圏域 6 1 0

合 計 50 2 1

H28

第 1 圏域 はあとぴあ 14 1 1

第 2 圏域 緑寿荘 11 0 0

第 3 圏域 さらの杜 8 0 0

第 4 圏域
藤代なごみの郷

7 1 0

第 5 圏域 12 0 1

合 計 52 2 2
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○ 効果

配食サービスの実施により、食生活の援助とともに安否の確認や孤独感の解消を図

ることができた。

[担当：高齢福祉課] P.167

8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 151,140 円（162,291 円）

[国･県 88,417 円 その他 62,723 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 58,945 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 29,472 円]

[保険料：33,251 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 29,472 円]

○ 目的

認知症を理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する認知症サポーターを

養成し、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを市民の手で展開するための養

成講座実施。

○ 内容

認知症キャラバンメイト(認知症サポーターを養成する指導者)が、全国共通のテキ

ストを用い「認知症の基礎知識」の講義を実施し、「認知症の人への対応」の部分にお

いては寸劇等を用いて各団体や市民向けに実施し、認知症サポーターを養成した。

また、認知症サポーター養成講座受講者の中で、オレンジカフェ等の認知症に関す

る事業の際に協力を希望された方に対し、平成 29 年度より認知症サポーターステップ

アップ講座を実施し、認知症の方に対する具体的な接し方等について理解を深める機

会を設けた。

○ 効果

認知症に対する正しい知識や対応について学んでいただき、認知症の方とその家族

に対して温かい目で見守る応援者となっている。

（認知症サポーター養成講座）

年度 施設名(1 日の限度数) 実利用者数 延配食数 委託金額

H29

ふれあいの郷(30 食) 31 人 2,606 1,433,300 円

は あ と ぴ あ(25 食) 21 人 2,414 1,327,700 円

さ ら の 杜(25 食) 25 人 2,729 1,500,950 円

藤代なごみの郷(30 食) 29 人 3,265 1,795,750 円

合 計 106 人 11,014 6,057,700 円

H28

ふれあいの郷(30 食) 25 人 2,601 1,430,550 円

は あ と ぴ あ(25 食) 31 人 3,458 1,901,900 円

さ ら の 杜(25 食) 24 人 2,522 1,387,100 円

藤代なごみの郷(30 食) 30 人 3,023 1,662,650 円

合 計 110 人 11,604 6,382,200 円

年度 回数 養成数（人）

H29 24 回 595 人

H28 22 回 512 人
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（認知症サポーターステップアップ講座）

[担当：高齢福祉課] P.167

8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 874,240 円（949,600 円）

[国･県 511,431 円 その他 362,809 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 340,954 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 170,477 円]

[保険料：192,332 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 170,477 円]

○ 目的

成年後見制度の申立てにあたり援助が必要と認められる者に対し、市長が申立人と

なり成年後見制度の利用を促進する。

○ 内容

身寄りのない重度の認知症高齢者等であって、介護保険サービス等の利用が困難な

方のうち、成年後見人等による支援を必要とするが、審判の申立てを行う親族がいな

い場合などに、老人福祉法第 32 条に基づき市長が後見などの審判の申立てを行なった。

また、取手市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき、成年後見人等に対し、

報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合等、

成年後見人の業務に対する報酬を助成した。

（市長申立件数および受任件数）

（成年後見人報酬助成件数）

○ 効果

判断能力が不十分な高齢者を中心に、安心して地域生活を送るために日常的な生活

に必要な金銭管理や必要な福祉サービスが利用出来るように支援を行うことが出来た。

3 包括的支援事業費･任意事業費 3 在宅医療･介護連携推進事業費

[担当：高齢福祉課] P.169

7501 在宅医療･介護連携推進事業に要する経費 3,707,138 円（3,839,297 円）

年度
市長申立

件数

職種別後見人

弁護士 司法書士
成年後見サポート

センター

H29 14 件 10 件 1 件 3 件

H28 5 件 4 件 - 1 件

年度
報酬助成

件数

職種別後見人

弁護士 司法書士
成年後見サポート

センター

H29 1 件 1 件 - -

年度 回数 受講者数（人）

H29 1 回 31 人
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[国･県 2,168,676 円 その他 1,538,462 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 1,445,784 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 722,892 円]

[保険料：815,570 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 722,892 円]

○ 目的

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するた

めに、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

○ 内容

市民が住み慣れた地域で生活することを支えるため、在宅医療において積極的役割

を担う公益社団法人取手市医師会に委託し、地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護職

員、介護支援専門員等の多職種協働による在宅医療･介護の支援体制を構築した。

○ 効果

関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療･介護を一体的に提供できる体制を構

築するため、取手市が中心となって取手市医師会等と緊密に連携しながら、地域の関

係機関の連携体制の構築を推進することができた。

3 包括的支援事業費･任意事業費 4 生活支援体制整備事業費

[担当：高齢福祉課] P.169

7501 生活支援体制整備事業に要する経費 1,231,200 円（400,000 円）

[国･県 720,252 円 その他 510,948 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 480,168 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 240,084 円]

[保険料：270,864 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 240,084 円]

○ 目的

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービ

ス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、NPO 法人、

民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介

年

度

在宅医療･介護連携推進事業内容

在宅医療･介護

連携の課題の

抽出と対応策

の検討会議（在

宅連携拡大連

携協議会等の

開催）

切れ目のな

い在宅医療

と介護の提

供体制の構

築推進（在宅

連携協議会

事務局会議）

医療･介護関

係者の研修

（多職種連携

フォーラム、

地域リーダー

研修会等）

地域住民への

普及啓発（在

宅シンポジウ

ム等の開催）

在宅医療介

護連携に関

する関係市

区町村の連

携会議

H29 1 回 12 回 2 回 3 回 2 回

H28 3 回 12 回 2 回 3 回 1 回
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護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、民生委員等の生活支援サー

ビスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実･強化及び高

齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

○ 内容

地域包括支援センターを中心に、各地区において座談会及び第 2 層協議体を設置し

介護予防･生活支援サービス等に関する情報共有、連携強化等を行った。

また、行政が主体となり第 1層協議体を設置し、第 2層協議体の設置状況や検討状

況等について、情報共有を実施した。

○ 効果

様々な団体等が参画する定期的な情報の共有･連携強化の場を設置することにより、

多様な主体間の情報共有及び連携･協働による体制整備を推進することができた。

3 包括的支援事業費･任意事業費 5 権利擁護事業費

[担当：高齢福祉課] P.169

7501 権利擁護事業に要する経費 84,640 円

[国･県 49,515 円 その他 35,125 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 33,010 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 16,505 円]

[保険料：18,620 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 16,505 円]

○ 目的

地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できな

い、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、

地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門

的･継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。

○ 内容

日常生活自立支援事業、成年後見制度等の権利擁護を目的とするサービスや制度を

活用する等、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぐために、成年後見制度の

普及･啓発活動を行うNPO法人とりで市民後見の会に対し、補助金を交付した。

成年後見制度普及･啓発活動事業補助金 @70,000円（1団体）

○ 効果

判断能力が不十分な高齢者を中心に、安心して地域生活を送るために日常的な生活

に必要な金銭管理や必要な福祉サービスが利用できるように支援を行なった。

年度/地

域包括支

援センタ

ー名

第 2層（日常生活圏域） 第 1層

はあとぴあ 緑寿荘 さらの杜
藤代なごみの

郷
市

座談会 協議体 座談会 協議体 座談会 協議体 座談会 協議体 協議体

H29 4 回 4 回 9 回 3 回 11 回 4 回 5 回 6 回 2 回

H28 5 回 2 回 14 回 2 回 13 回 2 回 28 回 3 回 1 回
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3 包括的支援事業費･任意事業費 6地域ケア会議推進事業費

[担当：高齢福祉課] P.169

7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 362,880 円

[国･県 212,285 円 その他 150,595 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 141,523 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 70,762 円]

[保険料：79,833 円］

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 70,762 円]

○ 目的

医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、

ボランティア等地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支

援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援し

ていくことを目的とする。

○ 内容

支援困難なケースを多職種で検討する「地域ケア個別会議」を各地域包括支援セン

ターが主催し、地域課題を検討する「地域ケア推進会議」を全地域包括支援センター

及び市で実施した。

○ 効果

個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりに着実に結びつけていく

ことで、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進に繋がった。

3 包括的支援事業費･任意事業費 7 認知症総合支援事業費

[担当：高齢福祉課] P.171

7501 初期集中支援事業に要する経費 817,520 円（278,720 円）

[国･県 478,249 円 その他 339,271 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 318,833 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 159,416 円]

[保険料：179,855 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 159,416 円]

○ 目的

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支

援チーム」を平成 29 年 1 月から地域包括支援センター緑寿荘に配置し、早期診断･早

期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

○ 内容

認知症に係る専門的な知識･技能を有する認知症サポート医の指導の下、複数の専門

年度 分類 開催回数

H29
地域ケア個別会議 74 回

地域ケア推進会議 2回
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職が、家族の訴え等により医療や介護サービスを受けていない認知症が疑われる人や

認知症の人及びその家族に対し、訪問、観察･評価、家族支援等の初期支援を包括的、

集中的に行い、自立生活のサポートを行った。

（初期集中支援チーム活動実績）

○ 効果

認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを設置することで、

認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することができた。

[担当：高齢福祉課] P.171

7601 地域支援･ケア向上事業に要する経費 1,183,048 円（506,240 円）

[国･県 692,083 円 その他 490,965 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 461,389 円]

[県補：地域支援事業交付金(包括的支援事業･任意事業) 230,694 円]

[保険料：260,271 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(包括的支援事業･任意事業) 230,694 円]

○ 目的

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変

化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが

有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われ

る体制を構築することを目的とする。

○ 内容

平成 28 年 12 月から、各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を 1名ずつ

配置し、医療機関や関係機関との連携を図りながら相談業務等を行い、当該推進員を

中心として、様々な団体が認知症カフェ（オレンジカフェ）等を開催している。

また、認知症カフェ（オレンジカフェ）については、平成 29 年度以降「取手市認知

症カフェ事業運営補助金交付要綱」に基づき、補助金の交付等の支援を図ることで、

認知症の症状がある者及びその家族等の居場所づくり、交流、情報交換及び相談並び

に認知症に関する啓発を行っている。

○ 効果

認知症高齢者本人やその家族、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的

に支援することで、安心して在宅生活を継続することができた。

年度
認知症カフェ(オレンジカフェ）

開催回数 延参加者数 実施主体

H29 46 回 885 人
社会福祉法人、NPO 法人、ボランティ

ア団体

内容/年度 H29 H28

相談件数 4 件 3件

訪問回数 8回 8回

チーム員会議 12 回 7 回
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4 その他諸費 1 審査支払手数料

[担当：高齢福祉課] P.171

7501 審査支払手数料に要する経費 354,027 円（137,057 円）

[国･県 120,670 円 その他 233,357 円]

＊ 特財内訳

[国補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 76,417 円]

[県補：地域支援事業交付金(介護予防事業) 44,253 円]

[保険料：89,976 円]

[支払基金：地域支援事業支援交付金 99,128 円]

[繰入金：地域支援事業繰入金(介護予防事業) 44,253 円]

○ 目的

平成 28 年度から実施している介護予防･日常生活支援総合事業にかかる審査及び支

払の事務を茨城県国民健康保険団体連合会が行なうことで、円滑な事業費の支払を目

的とする。

○ 内容

茨城県国民健康保険団体連合会に審査支払手数料を支払った。

年 度 H29 (1 件 57 円) H28 (1 件 59 円)

審査支払

手数料
354,027 円 137,057 円


